
佐世保市民の皆様へ 

 

佐世保市では、「住民主体の自治の実現」を推進していま

す。 

「住民主体の自治」とは、暮らしの周りにある身近な課題を、

そこに暮らす人たち自らが解決し、住みよいまち、温かいまち、を

作っていこうとする取り組みです。 

 

また、私たちは、「社会を構成する一員」であることは間違い

なく、「社会を構成する一員としての役割と責任」を果たしてい

くうえでも、その取り組みに参加していく必要があります。 

 

その一つの方法が「町内会への加入」です。 

町内会は、「住民主体の自治」の取り組みとして、防犯灯

の設置や、ごみステーションの整備など、本来、私たち一人一

人が負担すべきものを、「地域の取り組み」として実践していま

す。 

 

これらにかかる費用は、行政の支援だけでなくみんなで負

担するべきで、町内会に加入することで、少なくとも、この役割

を果たすことができます。 

 

佐世保市では条例にも規定し、全ての住民の方の町内会

への加入について、強くお願いしているところですので、ご協

力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

佐世保市 


